
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．競争入札に付する事項
（１）業 務 名 神戸大学鶴甲２地区他自家用電気工作物保安業務
（２）業務期間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで
（３）業務場所 神戸市灘区鶴甲３丁目１１（鶴甲２団地）他

（４）業務内容

２．競争に参加する者に必要な資格
（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

３．入札説明並びに契約条項を示す場所及び日時

配布期間 令和８年１月８日から令和８年１月１５日まで
(日曜日,土曜日及び祝日を除く)
１０時から１７時まで

配布場所 〒６５７－８５０１　兵庫県神戸市灘区六甲台町１番１号
国立大学法人神戸大学施設部施設企画課施設企画グループ
０７８－８０３－５１７６

　本件は本公告日以降に仕様書等関係書類の交付をし、それをもって当該説明を
省略する。
仕様書等関係書類の配布期間、配布場所及び配布方法

　業務責任者は第３種電気主任技術者以上の資格を有し、高圧（６．６ｋｖ）以
上の受変電設備を含む点検及び保守業務の実務経験を５年以上有するものを選任
すること。

入　札　公　告

　国立大学法人神戸大学（以下「神戸大学」という。）において、下記のとおり役務の
提供について一般競争に付します。

記

　国立大学法人神戸大学契約事務取扱規程（以下「契約規程」という。）第３条
及び第４条の規定に該当しない者であること。
　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同
意を得ている者は、同３条中、特別の理由がある場合に該当する。

　その他契約規程第５条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者で
あること。
　契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

　次の資格要件を満たす業務責任者を当該業務に配置できること。

　各省各庁の競争参加資格（全省庁統一資格）又は神戸大学競争参加資格におい
て、令和８年度に近畿地域の「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付け
されている者であること。

業務内容 対象設備等 設備等概要

保安業務 電気設備
受変電設備

発電設備
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配布方法 　仕様書関係書類の交付を希望する者は、以下に示す配布期間内に
上記配布場所に記載したメールアドレスに電子メールにてダウン
ロード用パスワードの送付を依頼すること。その件名は、「【関係
書類交付希望】神戸大学鶴甲２地区他自家用電気工作物保安業務」
とし、本文に会社名、担当者名、電話番号を明記すること。
受付期間　令和８年１月８日（木）～令和８年１月１５日（木）

４．競争入札執行の場所及び日時
場　　所 神戸大学本部事務局第二会議室
日　　時 令和８年２月３日　午前１１時００分

５．入札方法

６．価格交渉落札方式による契約について

７．入札保証金及び契約保証金

８．入札の無効

９．契約書の作成

１０．異議の申立

１１．その他
（１）
（２）

（３）
（４）

（５）

令和８年１月８日

　入札は本学所定の用紙をもって行う。

　その他細部については、国立大学法人神戸大学施設部施設企画課施設企画グ
ループ（電話０７８－８０３－５１７６）に問い合わせること。
電子メールアドレス　shis-keiri@office.kobe-u.ac.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　国立大学法人神戸大学
　　　　　　　　　　　　　　　　契約担当役　理　事　　森　山　　　睦

　入札に参加する者は、令和８年１月１５日までに、上記３に掲げる場所で仕様
書等関係書類の交付を受け、かつ入札説明書７に掲げる提出書類を提出しなけれ
ば入札に参加することはできない。

　代理入札の場合は委任状を提出すること。この場合代理人名をもって入札する
こと。

　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセント
に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端
数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消
費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見
積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

　本契約は、国立大学法人神戸大学価格交渉落札方式による契約に関する取扱要
項に従って契約するものとする。

　免除する。
　ただし、落札者が契約の締結をしないときは、違約金として、落札金額の１０
０分の５に相当する金額を神戸大学に支払わなければならない。
　なお、この措置を講じた場合は、国立大学法人神戸大学における物品供給等契
約に係る取引停止等の取扱要項により、取引停止措置を講じられる。

　本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、その他契約
規程第８条第１項各号に掲げる入札書は無効とする。

　競争入札の結果、落札者が決定したときは、当該落札者は契約書を作成するも
のとする。

　入札者は、入札後本公告、仕様書、契約書案について、異議の申立をすること
ができない。

　郵便、電信による入札は認めない。
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